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わが国の く砂場＞

　

の歴史を探るには， 大きく二つの施策から迫るアプローチがある‐ 一つは， 前稿で行っ

てきた幼稚園や保育所などの幼児教育施設における 〈砂場〉 からの考察であり， もう一つは公園史， 特に児

童公園の発展史のなかに 〈砂場〉 をたどっていくことである．

　

小論は前者の幼児教育施設における

　

＜砂場〉 の普及とその背景となる保育思想を明らかにすることを主要

な目的とするが， それは後者の公園史から見る

　

＜砂場＞

　

の歴史を暖昧にしたまま進められるものではない‐
むしろ， 〈砂場〉 という遊び場の発生と普及の過程を明らかにするためには， この両者の関連のなかでその

歴史を問うことが大切な作業となる． そこで本稿では， 前稿までの第１１章 「わが国における 〈砂場〉の歴史」

のなかに加えるべきもう一つの観点として， 児童公園史における 〈砂場〉 の歴史を検討することから始めた

い‐
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明治・大正期における日本の公園

わが国の公園制度は， 明治６ （１８７３） 年の太政官布告をもって正式に始まる１）
‐ この布告によって， 江戸

時代に大名の庭園となっていたところや， 寺社の境内などが公園としての指定を受けることになり， 同年中

に東京の上野， 浅草， 芝， 深川， 飛鳥山， 大阪の住吉， 浜寺， 山形の鶴岡， 日和山， 茨城の水戸借楽園， 千

葉の鋸山， 新潟の白山， 広島の厳島， 緬の浦， 大分の春日など， 全国で２５の公園が誕生した‐ また， その後

も福島の信夫山， 富山の高岡， 金沢の兼六園， 長野の高島， 香川の栗林など， 今日でも有名な公園として名

前が残る公園がつくられていった‐

　

やがて明治２０（１８８７） 年までには， 全国で８１箇所の公園が誕生しており， 都市計画の中における公園とい

うものの位置や役割は， 次第に大きなものとなっていく． しかし， この当時の公園設置の目的としては， 市

民にとっての休息の場を設けるというよりは， 火災時における延焼をくい止めるための場所というような考

え方も強く， 市街区画整理の段階で生まれた三角地や中途半端な場所がその候補地となったところも少なく

なかったといわれる‐

　

また，「公園」 という呼び名についても， 最初は公苑， 遊園， 遊観所， 遺遥園， 禽獣園， 草木園などと呼

ばれてなかなか定着せず， 大正期の終わりごろにおいてさえ，「公園」 というものの認知度は低かったよう

である． たとえばこのことを示す例として丸山宏は， 後に造園家として活躍した西川友幸の回想言を紹介し

ている２）
． それは西川友幸が５～６歳の頃， 叔父が日比谷公園に連れていってくれたときの思い出なのであ

るが， 叔父が公園に入るのに入園料を払うものだと考えていたこと， また家族からは「あそこへは偉い人に

なってからでなければ入れないんだよ」 と言われたこと， さらに西川が 「『公園』 といふ言葉はまだ余り普

遍化されていない近代語だったかも知れない」 と述べていたことなどである． わが国で公園というものが，

その名称も含めて広く一般市民の間に普及していったのは， 昭和期以降ということになるのかも知れない‐

日比谷公園につくられた児童遊園

　

この西川少年が連れられて行ったという日比谷公園こそ， 日本で最初につくられた西洋風近代公園であっ

た． それは日本的な庭園の特徴を一部含みながらも， おおむねドイツの公園を模範として設計され， 遊歩道

や運動場までが備えられていた‐ このような日比谷公園は， アメリカのセントラルパークと同じように， 都

市の中央に何年もの計画を経て造成された公園として， 日本の公園史上においても重要な意味をもっていた

といわれる．

　

日比谷公園が開園したのは明治３６年のことである． その昔， この地は海苔の採取や漁業で生計をたてる漁

村であった． それが明治初年には練兵場になり， そこに公園をつくる最初の提案がなされたのは， 実に開園

１５年前の明治２１年のことであった‐ その後， 明治２６年に公園事業の正式決定がなされ， 幾度かの設計変更を

経て， ようやく明治３５年に着工， 翌年の開園を迎えたのである‐

　

ところで， 日比谷公園に関する筆者の最大の関心事は， この公園の一角に 「児童遊園」 がつくられたとい

うことである． すでに述べたように， 大正末期ですら 「公園」 といってもまだよく理解されていなかった時

代に， わざわざ子どものための遊び場がここに設置されたというのであるから， このことは注目に値するだ

ろう．

　

日比谷公園内の児童遊園は， 公園の北側につくられた． 今日でもそのあたりにはブランコや， 鉄棒， 吊り

輪， すべり台などの運動遊具が設置されており， 当時と変わらない位置関係を確認することができる‐ この

児童遊園が新しくできたとき， 日本体育会が遊動円木鉄棒， 回旋塔， 米国式梁木水平階梯などと呼ばれる主

に青年向けの運動器具を贈呈している． また， 少年用のブランコが一・二基ほど設置されたという記録が残

さ れて いる３）
‐
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さて， それではこの児童遊園に

　

＜砂場〉 は設置されていたのだろうか‐ このことについて， 『日本の公園』

等の著書をもつ日本公園緑地協会の佐藤昌名誉会長が興味深いことを筆者に伝えてくれた４）． 大正４年から

９年頃， 実に佐藤氏自身が少年時代に日比谷公園の近くに住んでいて， よくこの児童遊園で遊んだというの

である． そしてその当時の記憶として， 鉄棒やブランコは覚えているが， 〈砂場〉 についての記憶はなく，

それは大震災以降に設置されたように記憶するというのである‐ 他ならぬ佐藤氏の記憶内容に重みを感じる

ものであるが， このことは次のようなことからも確認できることであった‐

　

日比谷公園の児童遊園には， 遊園にやってきた子どもたちと一緒に遊びながら子どもを指導・監督すると

いう役割をもった指導員が配属されていた‐ これは「児童指導」 と呼ばれる公園の組織的事業であり， 大正

末に始まって， 実に昭和４２（１９６７） 年まで続いた．

　

この最初の 「児童指導」 の責任者として， 末田ますという女性が任命された． 彼女は大正１２年にアメリカ

留学から帰国し， すでにＹＷＣＡにおいて児童指導の任に就いていた人物である． 東京市から児童遊園での

指導をしてほしいという要請を受けた彼女は， さっそく日比谷公園を見に行っているが， その時の思いを次

のように回想する５）
‐

　

さて， 日比谷公園に行って， 自分のこれからの仕事場をみたとき， 私は本富に決心がつき粂ねた． とい

ふのは， 大災後とはい言へ公園の一隅に唯木製のブランコが敷璽と， そしてこれも木製の滑り墜が二墓，

寂しく並んでゐるだけの場所でしかなかったからである．

　

それでも，「児童指導」 の仕事を引き受けた末田は， ないないずくしの中で， 子どもの遊び指導， 遊園環

境の整備， そして後継者の育成に全力を傾けた‐ 末田は言う‐「都市に生活する子供達は， 本富に可愛想で

ある‐ たとひ子供達の好きな電車が走って居り映書館が軒を並べて居ても， 自然的環境を失ってゐては幸福

な生活の場所とは言へない． ・・・子供は自然の懐の中に自由に育てたい６）」

　

まさに今日にもそのまま通じるような彼女のことばであるが， 子どもへの熱い思い入れをもって児童指導

の任にあたった末田ますは 「良い遊び場」 の条件の一つとして， やはり， ＜砂場〉 を 「児童公園には歓くこ

との出来ないものである７）」 と考えていた． ところが当時の日比谷公園は前述のようなありさまであり， そ

こに 「良い砂場」 がないことをたいへん 「寂しいこと」 とも書いているのである８）
‐ ここに佐藤氏の記憶の

正しさが証明されるであろう．

　

さて， 前稿では日本の幼稚園における 〈砂場〉 が明治３０年代中頃からようやく普及しはじめたことをみて

きており， その点で明治３６年に開園した日比谷公園の児童遊園に 〈砂場〉 がなかったということは全く驚く

にはあたらない‐ また， 明治期の児童遊園といっても， 当初それは比較的年齢の高い子どもを対象としてい

たこと， さらにそもそも 「公園」 というものの認知度が低い時代においては， 幼い子どものための遊び場を

わざわざ設けるということ自体， まだ馴染みにくい考えであったと思われる‐

小公園の設置と児童公園およびその啓蒙

　

ところで， 末田ますが訴えていたように， わが国の子どものための遊び場づくりは， 大正末期においても

まだ十分なものではなかった‐ しかし， その試み自体は， すでに明治の終わり頃に着手されていた‐

明治４３（１９１０） 年８月， 東京市議会で当時内務省衛生局長というポストにいた窪田静太郎が， 小公園設置

に関する建議案を東京市区改正委員会に提出した‐ それは市民の保健衛生と安全の確保や特に都会の子ども

と交通事故への配慮から， 市街地の身近なところに子どもが遊べる小公園を設置すべきであるということを

述べたものであった．
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「小公園設置ニ関スル建議案」

　

東京市区改正設計中ニハ， 公園地トシテ己ニ二十余箇所ニ定マレルモノアルモ， 人口ノ増加ニ伴ヒ， 家

屋ノ縄密ヲ加フルノ甚シキモノアルラ以テ， 市内各所ニ広場ヲ設ケ， 以テ市民迫遥ノ地ト為スハ衛生上極

メテ必要ノ事タルラ認ム． 加之， 児童ノ多クガ到ル処通路ヲ馳駆遊戯スルガ如キ， 是レーハ慣習ノ然ラシ

ムル所ナル可シト難， 一ニハ恰好ノ広場乏シキニ囚ラズンバアラズ‐ 近来市内交通機関ノ発達ニ伴ヒ， 往

来益頻繁ニ赴ケルニ拘ラズ， 児童ノ多クガ通路ヲ馳駆スルガ如キ曹ニ交通ノ妨害タルノミナラズ， 其危険

少シトセズ‐ 此点ヨリシテ見ルモ， 市内適当ノ箇所ヲ選定シ， 更ニ幾多の小公園ヲ設置スルハ， 寒ニ緊要

ノ事ナリト信ズ‐ 依テ本会ニ於テ委員ヲ置キ， 公園地ノ調査ニ着手センコトラ望ム９）
‐

　

明治末期にしてすでにこのような交通の事情を考えなければならなかったということにいささか驚きを感

じるが， 開発が優先されていく都市の変化に対して， 早急な対応策を講じなければならないとする当時の緊

迫感が伝わってくるようである． いずれにしても， 日本の公式な行政機関において， 児童のための公園設置

が正式に要請されたのはこれが最初のことであった‐

　

この建議案は直ちに議決され， 市内各地で小公園設置が可能な国有地の調査が始まった‐ そして， 明治４４

年に数寄屋橋公園や虎ノ門公園など合計８箇所の小公園がつくられ， 以後， 小公園は順次増設されて大正９

（１９２０） 年までには， 東京市内で合計３６箇所を数えている．

　

ところで， このような市民生活の身近な場所に小さな公園をつくり， そこを子どもの遊び場として活用し

ていくという考えは， そもそも日本独自のものではなく欧米諸国からの影響であったと思われる． 先の末田

まずもアメリカにおける児童遊園での実践 （次稿で触れる） を模範として学んで来たのであるが， もう少し

時代をさかのぼった明治３０年代から４０年代において， 外国の小公園に関する情報はすでに日本に伝えられて

いたのである．

　

その中でも注目しておきたいのが， 片山潜と安部磯雄の二人である‐ 両者とも， 明治期における社会主義

者として目される人物であるが， 片山潜は明治１７（１８８４） 年に２５歳で渡米し， 明治２９（１８９６）年に帰国した．

この間， ヨーロッパをも訪れて帰国後にその旅行記を書いている． 明治３６年に書かれた 『都市社会主義』 は

その一つであるが， この第１６章が 「都市の公園」 となっている．

　

一方， 安部磯雄は， キリスト教的人道主義の立場から社会主義を唱えたといわれるが， 彼は明治２４（１８９１）

年にアメリカに留学， 帰国前の５カ月間をベルリンに滞在して， 明治２８年に日本に戻った‐ この時の見聞を

もとにして発表したのが明治４１年の 『応用市政論』 である‐

　

たいへん興味深いことに， 片山にしても安部にしても， 欧米の公園を紹介するなかで， 児童のための遊び

場としての小公園について触れているのである． 当時彼らが外国の小公園， しかも子どもの遊び場をどのよ

うに見ていたのか． そして， もしかするとそこには く砂場〉 に関する情報もあったのではないか． そのこと

を期待しながら， それぞれの関連する部分を見ておきたい．

　　

グラスゴー市は種々の公園を有し， 其ケルビ公園の如きはグラスゴー大挙の下に在り博物館を有し， ケ

　

ルビン河は中央を横断して流れ， 費に市民の運動散歩には最良のものなり， 而して其少年公園とも名くべ

　

き， 特に小見の篤めに設けたる小公園は， 市内に十一個ありて， 小見が運動をなすに備へられたり， 之が

　

篤めにグラスゴー市は三万三千六百十四方平ヤードの土地を有せり， 此地の代償は二十六万四千七百四十

　

図なりき， 年々の維持費は一万四百十図にて， 今日迄費したる建設費用は十一万四千五百四十国なりと，

斯る小公園は小見の篤めに設けられたろ者にして， 我東京市の如く小見をして通行頻繁なる市街道路に遊

　

ばしむる危険なし， 是れ我市民の蒋東大ひに思慮を用ゆべき問題なり， 馬車は漸次増用せられ， 電気鋤道
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亦四通する近きにあるべし， 通行人数は今日に十倍すべし， 此日や小見の運動場設置の必要歓くべからざ

るに至るべし．（中略） 今日の如く公道を以て之に充っるは富底なし得べからざるなり， 吾人は我東京市

民が其公園政策に向って大ひに注意し， 之が一大改良刷新を計らんことを渇望して止ざる者なりｌｏ）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（『都市 厳曾主 義』）

　

公園の纏管に開して吾人の最も注意せねばならぬことは大公園を造るよりも多くの小公園を造るといふ，

ことである‐ （中略） 今一つ吾人の注意せねばならぬことは小見専用の鴬に運動場を設くることである‐

公園は勿論必要であるけれども小見の矯めには種々なる不便利がある． 公園内の花木を折ることば出来ぬ‐

或は芝生の上を歩行してはならぬといふが如き規則は小見に取りて多少の束縛たることを免れない‐ 若し

員に小見の鴬に謀るのであらば彼等の篤に運動場を設くるが得策である． 彼等は此所に束りて自由に駆け

回はり飛びはねすることが出来る‐ 我東京市に於けるが如く道路を以て唯一の運動場となせる小見の鴬に

は殊に之を設くるの必要がある‐ ニューヨーク市に於ては盛に運動場を設立するの方針を採って居る． フ

ヰラデルフヰヤ市の如きは模範的運動場を有して居る‐ 此器に於てはロンドン市も甚だ見るべき所がある．

青年男女の遊戯の鴬にフットボール， 野球， 庭球， クリッケットの運動場の設立せられしもの千に及ぶと

いぶ，ことである． 賞に盛んなものではないか１１）‐ （『窓用市政論』）

　

片山， 安部が言うような子どもの身近な場所に専用の遊び場を確保すべきであるという考えは， 今日では

至極当然な主張であるが， 当時， 先ほどの東京市における小公園設置の動きがようやく緒についた時期にお

いては， やはり時代を先駆けた内容であったといえるだろう‐ このことが日本で広く実践されるまでには，

まだ少なからぬ歳月が必要だったのである‐

　

ただし， 残念なことに， 片山， 安部の両者ともに， 小公園の必要を主張しているものの， 具体的な子ども

の遊びの情景についてはほとんど触れてはいない‐ 期待した く砂場〉 についても， 彼らの著作が何らかの情

報源になるということはなかったようである‐ 彼らにとっては， 社会資本整備の意義を述べることが第一義

とはなっても， 子どもの遊びそのものにはあまり関心が向いていなかったようである‐

　

さて以上のように， 日本の公園が子どものための遊び場として本格的に使用されるようになるには， もう

少し時間を待たなければならなかった‐ また， その先駆的な日比谷公園の児童遊園にしても，〈砂場〉 の設

置は関東大震災前後であったことをみれば， 日本の場合， 幼児教育施設こそが子どもの遊び場としての く砂

場〉 が初めて登場した場所であり， その普及を推進する役割を担ったところだったと考えてまちがいはない

と思われる‐ そこで， 再び日本の幼児教育施設における 〈砂場〉 の歴史に焦点を戻しながら， そもそも＜砂

場〉 が幼稚園で子どもの遊び場として普及していったということの意味を， 当時の幼児教育観との関わりで

見直してみることにする‐

皿．明治期の保育思潮と〈砂場〉

１． 屋外遊具 〈砂場〉 のもつ象徴性

第□章では， わが国の明治・大正期における幼児教育に関する文献から，〈砂場〉 の普及に関わる主な記

述を取り上げ考察を行ったが， それは表１ （次頁） のようにまとめられる．

　

ここから， わが国の幼児教育施設における 〈砂場＞

　

の普及は， 明治３０年代半ば以降に本格化し， およそ大

正１０年頃までにそれが幼児のための当然の遊び場として位置づけられるようになったということがいえるだ

ろう． そして， 大正１５年に「幼稚園令施行規則」 が 〈砂場＞

　

の設置を幼稚園に義務づけたことにより， 〈砂
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表１

　

明治・大正期における＜砂場＞の普及

明

　　

治

　　

期 大

　　

正

　　

期

９年

　

東京女子師範学校附属幼稚園平面図：記述なし．
１１年

　

関信三 『幼稚園創立法』：記述なし‐
２６年

　

中村五六 『幼稚園摘葉』：記述なし．
３１年

　

文部省 「幼稚園庭園設計方」：「砂場 （若干ノ地

　

積ヲ画シテ砂ヲ盛り以テ幼児ノ砂遊ニ充ッ）」

３２年

　

文部省 「幼稚園保育及設備規程」：記述なし‐
３３年

　

文部省 「小学校令施行規則」：「第９章２０８条幼

　

稚園ノ設備」 記述なし．
同

　

「記事」（『京阪神雑誌』＊第５号）：神戸頒栄幼稚

　

園の和久山会長が砂遊びの設備を示唆．葺合幼稚

　

園の竹中氏が実践済みの好結果を報告‐
３４年

　

記者 「沙壇」（同上書第６号）：砂逝…び場「沙壇」

　

及びアメリカの （沙盤・サンドテーブル） ＜沙圃・

　

サンドコート） を紹介．

３５年

　

角田治兵衛 「明治三十五年頃の幼稚園の思い出

　

など」（『深砥幼稚園の八十年』）：砂場を記憶．
３６年

　

東基書 「幼稚園学説及現今の保育法」（同上書

　

第９号）：「砂原」 の設置をいう‐
同

　

兵庫一保母 「自由遊戯に就きて」（同上書第１１号）：

　

「砂遊びの装置」 の設置を提案．
３７年

　

東基吉『幼稚園保育法』：「砂塊 の設置をいい，

　

付録で 「砂場若くは砂利場」 を挙げる‐
３８年

　

「遊園ノ設備」（『京阪神雑誌』１５号）：「砂場」

　

を必要な遊び場として項目に挙げる‐

同

　

清水常次郎「京都府師範学校附属幼稚園参観記」

　

（同上書第１６号）：「藤棚のあります下は砂場」 と

　

記述．
３９年

　

中村五六 『保育法』「砂を盛りて自由の労作を

　

ばなさしむべし」

４１年

　

フレーベル会 瞳講案」（『京阪神雑誌』第２１号）：

　

幼児の遊びの一つとして 「砂場」 での作業．
同

　

中村五六・和田実 『幼児教育法』：「砂場」の意義，

　

遊びの様子， 用いる道具， 管理の仕方を詳述‐
４２年

　

「連合保育会記事」（『京阪神雑誌』 第２３号）：

　

議事発言の中に砂遊び場．
同

　

某女史 「幼稚園に於ける幼児保育の実際」（『婦人

　　

と子ども』第９巻６号）：「外遊」 の項目中に 「砂

　

遊び」

元年

　

倉橋惣三「江戸掘幼稚園の砂箱」（『婦人と子ど

　　

も』１２巻１１号）：「砂場の教育的価値は更めていふ

　

迄もない」 としながら大阪の江戸堀幼稚園の砂場

　

及び個人用砂箱の紹介．
２年

　

宮本ヒサ 「遊園の設備に関する報告」（『京阪神

　

雑誌』 第３０号）：「遊園の一部分を砂場とすること」

　　

と 「砂場」 を含んだ平面図を記す．

同号 「雑誌」 に東江幼稚園での「砂遊び」， 江戸堀

　

幼稚園の 「砂場」 についての記事‐
同

　

倉橋惣三 「砂場の屋根に就て」（『婦人と子ども』

　

第１３巻７号）：砂場の構造の詳述と， 江戸堀幼稚

　

園の砂場を写真で紹介．

３年頃

　

「岡山県師範学校附属幼稚園科の略配置平面

　

図」（『幼稚園教育百年史』）：「砂場」 あり．

４年

　

「岡山県倉敷小学校附設幼稚園の平面図」（同

　

上書）：「砂場」 あり．
５年

　

写真 「砂場での遊び」（『年表・幼稚園百年史』）：

　

東京女子高等師範学校附属幼稚園園児が砂場で遊

　

ぶ様子が写る‐
同

　

入間田悌倍・竹村－ 「幼稚園及小学校初等学級に

　

於ける砂の使用法に付いて」（『京阪神雑誌』 第３７

　

号）：米国雑誌の 「砂遊び」 に関する論文の翻訳．

　

訳者二氏はこれを江戸堀幼稚園に紹介．
６年

　

「京郡市公立幼稚園共同製作庭園模型」（同上

　

書第３８号）：口絵の模型写真に砂遊び場がある．
７年

　

「京都市豊園幼稚園園児の洗濯」（同上書第４０

　

号）：洗濯遊びをする女児の口絵写真に砂場が写

　

る．

１１年

　

－会員 「砂場の設計に就き質問」 及び坂内ミツ

　

子 「御答」（『婦人と子ども』２２巻４号）：「砂場」

　

の設置に関する質問と答え （構造を詳述）‐
１３年

　

森川正雄 『幼稚園の理論及び実際』：「第四章三

　

節

　

手技」 で大型の砂遊び場について記述‐
１５年

　

文部省 「幼稚園令施行規則」：「第１９条５保育用

　

具， 玩具， 絵画， 楽器， 黒板， 机， 腰掛， 砂場等

　　

ヲ備へ其ノ他衛生上ノ設備ヲ為スコト」 と明記．

　　　　　　

（＊『京阪神連合保育会雑誌』 を略記）
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場〉 は子どもの遊び場として誰の目にも明らかな 「市民権」 を獲得したのである．

　

この間の 〈砂場〉 を呼ぶ名称の変化にも注意しておきたい． 明治３１年の 「幼稚園庭園設計方」 において，

いち早く 「砂場」 という名称が記されていたにもかかわらず， その後 〈砂場〉 は「沙壇」「砂壇」「砂原」 あ

るいは 「砂遊び場」 といったいくつかの違った呼称を見ることができた‐ また， 「砂場」 という表記であり

ながら， 大正元年の 「保育場の新しき試み」 において倉橋惣三は，「砂場」 に「しやぢやう」 というルビを

付していた１２）． このように明治期から大正期にかけて， その呼び方においても揺れが生じていたのであるが，

〈砂場〉 の呼称はどのように 「砂場 （すなば）」 として定着していったのか， その点も 〈砂場〉 の歴史にお

いては興味深いところである．

　

ところで， 幼稚園への く砂場〉 の普及が明治３０年代半ば以降， 大正期にかけてという時間的な経緯につい

てはこれまでの検討で明らかにすることができた． しかし， それではなぜ 〈砂場〉 がこの時期に普及したの

であろう． 単なる偶然なのか， それともこの時期にはく砂場〉 を普及させる何らかの背景が存在したのか．

　

すでに見たように 〈砂場〉 は， わが国最初の幼稚園である明治９年設立の東京女子師範学校附属幼稚園に

はなかった遊び場である． そして明治１０年代，２０年代においても， 子どもの遊び場としてまだ一般に認知さ

れるものではなかったのだ． それが明治３０年代半ば以降に急速に全国的に普及していったわけであるが， こ

れは一体なぜだったのか‐

　

筆者はこのことについて，＜砂場〉 の登場と普及というのは， 当時の日本の幼児教育が抱えていた何らか

の課題に対応する動きではなかったかと考える‐ つまり， 当時の子ども観や保育観など幼稚園教育における

基本的な考え方の変化が， この新しい遊び場である 〈砂場〉 の普及に密接に関係したのではないかと考える

ものである． このことを改めて 『深砥幼稚園の八十年』 の次の一節から考え直してみたい‐

明治二十年代・三十年代というと， まだまだフレーベル恩物の全盛時代であって， 屋外での遊戯などは

ほとんどみられず， 室内で机に向かって豆細工をしたり折り紙をするという状態であった１３）‐

　

フレーベルが考案した独自の遊具 「恩物」 は， その基本は幼児の遊びを援助し発展させていくものであっ

た． しかし， それが考案者のもとを離れ， 幼稚園教育の普及における重要なフレーベル思想の具現物と見な

されるや， 遊具は遊具でなくなり 「フレーベルの教え」 を教師主導型で教え込むための「敦具」になり変わっ

てしまった． 教師が恩物を使って模範となる図形を示し， 子ども達はそれを忠実にまねをするというような，

機械的・形式的な恩物教授が一日の大半を占め， 細かく決められた時間割のもとで子どもの活動が細切れに

進行していくといった保育が， 程度の差はあれ当時の幼稚園の特徴的な姿となったのだ‐

　

これに対して， 先進的な幼児教育を目指す人々にとっては， 子どものもつ自発的な意欲や子ども本来の活

動のエネルギーを幼児教育にどう生かしていくかということが大事な課題となっていた‐ 折しも， 当時の日

本の教育の世界においては， 子どもの 「自発活動」「経験」 を重んじる新しい教育思想のうねりがあった‐

　

「見童をして自己の活動 （セルフアクティビティ） によりて遊戯的に学習せしむべきこと１４）」 を主張する

樋口勘治郎の 『統合主義新教授法』 が書かれた明治３２（１８９９） 年は， ジョン・プューイの 『学校と社会』 が

翻訳紹介された年でもある． やがてエレン・ケイ， モンテッソーリらの新教育の思想が次々と紹介され， こ

れは手塚岸衛， 沢柳政太郎， 野口援太郎らによる大正期の自由教育運動へと結実していく．

　

このような教育界の動きは幼児教育の分野においても決して無関係ではなかった‐ 特に外国の幼児教育の

動向をとらえていた研究者たちにとって， また， 具体的な幼児の姿に学んだ先見性をもつ実践家たち， そし

て幼児教育を一般大衆のものとして普及することを目指していた人々にとって， 硬直化した保育を打ち破り，

幼児の興味を大切にする保育の有り様を模索することは重要な課題であったのだ． そして 〈砂場〉 が普及し
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た時期というのは， まさにこのような時代を背景としていたのである．

　

〈砂場〉 という遊び場は多量の砂が盛ってある単純な空間である． しかし単純であるが故に， 子どもはぶ

らんこやすべり台などのような 「もの」 としての物理的な制約をそれ程受けることなく遊びを展開できる．

皮膚を心地よく刺激する砂， 可塑性に富んだ砂という素材の特性と， 戸外に開かれた空間． これらの要素は

子どもが無意識のうちに自由に活動し， 発想を広げていくことを促すものである． このことは， 教師が子ど

もを教え込む恩物主義とは対極をなす保育を導くことを可能にするものではないだろうか．

　

このような観点からく砂場〉 をとらえてみるならば， その単純な遊びの空間も， 新しい保育理論の主張と

実践のなかでは決して小さな役割にとどまるものではなかったように思われる． いや， むしろ 〈砂場〉 は，

形式化したフレーベル主義保育に対するアンチテーゼとして， そしてその実践を具体的に展開する遊び場と

して， まさに新しい保育の象徴として存在したのではないだろうか． このことを明治期の保育思潮との関わ

りで， もう少し詳しく考えてみよう．

２． 中村五六， 東基吉， 和田実の保育思想とく砂場〉

宍戸健夫は， 恩物主義の保育を脱却しようとした明治期の理論的課題は， 中村五六， 東基吉ら先達の試み

に始まり， 和田実の 『幼児教育法』（明治４１年） をもって達成されたと述べている１５）． 中村の 「随意遊戯」，

東の子どもの 「活動性」 への着目， そして和田の分析的な遊戯論は， 日本における幼児教育理論の飛躍をな

すものであったが， 三人はいずれも東京女子高等師範学校で教鞭を執り， かつ， 附属幼稚園の管理責任を果

たしながら理論的支柱を担った人物である． 興味深いことは， 前稿ですでに見たように， 東・中村・和田ら

の三人が三人とも新しい保育への展望を語る中で， 〈砂場〉 について言及を行っていることである． そこで，

彼らのいう新しい保育主張の特徴的な部分に触れながらく砂場〉 の位置付けについて確認してみたい．

　

まず， 中村五六であるが彼はすでに明治２６年の 『幼稚園摘葉』 で， 形式化した幼児教育に対する批判を行っ

ている‐ その序において， 大切なことは幼稚園教育の根本的な原理について考えることであり， 具体的な実

践の一つ一つについては臨機応変な対応が当事者によって行われればよいとし， 当時の幼児教育が形式化し

すぎていることを指摘する． 当然その 「形式化」 の最たるものは恩物を使用する硬直化した指導法というこ

とになろうが， これについては次のように随所で述べている．

　

「外園ノ良法ナリトテ直ニ之ヲ我園ニ施ス可カラズ． 又往時ノ名論ナリトテ直ニ之ヲ今日ニ用フ可カラ

ズ． 撫テ言論ノ・死物ナリ， 之ヲ活用スルハ人ニ在りテ存ス． （第二章

　

幼稚園教育ノ要旨）１５）」

　

「恩物ノ・， 其理精シク， 其功大ナルモノニシテ， 所謂幼見教育上ノ利器ナレバ， 之ヲ用フル其人ヲ得ザ

ルトキハ， 其害モ亦大ナリトス． 故ニｉＤニ其理ヲ明カニセズ， 術二其功ヲ収ムル能ハザルモノハ， 各自ノ

技能ニ従ヒテ， 或ノ、之ヲ改愛シテ用フルモ， 敢テ接見者ノ意ニ反セザルベシ． （第八章 幼稚園恩物下）１７）」

　

「世ニー事業ノ目的ト之ニ達スル方便トラ錯誤シテ， 弊害ヲ生ズルコト往々是アリ幼稚園教育ニ於テモ

亦此弊ニ陥ルコトナシトセズ‐ 即チ其ノ方便タル保育課目ヲ篇サシムルラ以テ唯一ノ目的ナリト誤り， 徒

ニ恩物ヲ奥へ， 唱歌ヲ授ケ， 遊嬉ヲ鷺サシムルノミニシテ， 他ニ顧ミル所ナク， 一時目前皮相ノ成績ヲ得

ルトキハ， 幼見保育ノ能事終レリトシ， 敢テ幼児ノ身艦精神ノ愛育ノ傾向如何ヲ察セズ， 終ニ何ンノ岸ニ

達スルヤラ慮ルコトナク， 唯偶然ノ結果ニ一任スルモノ少ナカラズ． （第十一章 保育上、注意ノー斑 上）１８）」

手厳しい形式的な恩物主義に対する批判であるが， 中村は幼児教育の本質的特徴の一つとして心身の発達

と教育の関係を説く‐ つまり， 発達途上の幼児の教育において手と脳の統一のとれた働きを促すこと， すな

わち身体四肢の運動と心意 （知能） の発達を切り離すべきではないとし 「幼児ノ須要ナル能力ノ愛見ヲ見
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ン１９）」 がために 「遊嬉ノ・其主要ナル仕事２０）」 であると遊戯の重要性を主張した‐ しかもその遊戯は 「自己ノ

活力ニ出ヅルノ遊嬉ニアラザレバ愛達ス可キ能力ートシテ存セザルナリ２１）」 として子ども自身の自発的かつ

自由な遊びを強調するものであった． ただし， 子どもの遊びを 「正路ニ導クノ用意２２）」 を怠ってはならない

とも述べ， 「此目的ヲ達センニハ， 幼見自身ニテ充分自由ニ楽ミ得ルニ足ルノ場所ト， 身体四肢ノ度ニ魅シ

テ自由ニ玩弄シ得可キ玩器トラ輿ヘンコト必要ナリ２３）」 として， 目的的な指導や保育環境整備の必要性を説

いている．

　

中村五六はこの著書において， まだ ＜砂場〉 という明記こそしなかったものの， 子どもの遊びの特徴とし

て 「幼見ニ取りテ最モ近易ナル工夫ハ， 物ヲ築積スルニアリテ， 砂ヲ以テ山ヲ築キ， 又ノ、地ニ穴ヲ穿チ， 進

ミテハ家ヲ造り， 或ノ、自己ノ想像ヲ以テ藁明シ能フ諸般ノ物品ヲ作ル２４）」 と述べているように， ＜砂場＞

　

の

出現はすぐにも予感されるものであった． 事実それは， 明治３９年に出版した 『保育法』 において， 園庭には

「砂を盛りて自由の労作２５）」 を可能にするような遊び場設置の主張へとつながっていったのである．

　

さて， しかしながら， 中村五六が形式化した恩物主義の批判を行ったものの， 依然， 保育の場における恩

物主義は根強かった． 明治３３年に， 東京女子師範学校助教授兼 「幼稚園批評係り」 となった東基吉もまた，

当時の様子を振り返り次のように回想する‐

　

・ ｏ

　

ｏ当時なおフレーベル主義の保育法を固守する女高師卒業の老嬢たちを相手にたたかい２６）

　

ｏ・・私はこの恩物の取り扱い方に付いて， 意見を出して見たことも時々あったが， どうも旧慣墨守の

力の強い保婿さん達は一向顧みようとはしませんでした． 若い保婿さんの中には私の意見に賛成してくれ

る人もあったようだが， 年季をかけた古い保婿さん達に遠慮して口を出さない２７）
．

　

新しい日本の幼児教育を探るという経緯のなかでは， 大なり小なり， このような対立が方々で見られたに

違いない． また， だからこそ確かな実践的裏付けをもった理論の構築が彼らには必要であったのだ．

　

明治３７年に『幼椎園保育法』 を著した東基吉は「幼児活動の最も普通に顕はる 形式２８）」 こそが 「遊戯」

であり 「幼児をして各自自家の好む所の遊戯に於て随意に遊楽せしむることは保育上極めて必要の方便２９）」

として， 子どもの 「自己活動」 及び「随意遊戯」 の重要牲を強調する‐

　

東基吉は「遊戯」 を 「運動的遊戯」 と 「静止的遊戯」 に大別し，「運動的遊戯」 では 「長ずるに及びては

歩行， 奔走， 跳躍， 遊歩， 建投， 輪廻はし， 虫捕り， 大追ひ， 砂堀り， 等其種類極めて多し３０）」 といった日

常的な子どもの遊びを取り上げ注目している． また， それらが乱雑に陥って遊戯の目的が達成されないこと

のないように注意しつつも， 基本的には幼児の活動に十分な自由を与えることの大事さを説いている．

　

ところで， このような東基吉においても 〈砂場〉 については， たとえば 『幼稚園保育法』 のなかで 「天地

は員の保育室なり３１）」 として， 遊園を大いに利用すべきことを強調し，「砂壇」 が 「遊園利用の上に於て歓

くべからざる要件３２）」 であると述べたのである‐ さらに， 巻末には附録として 「幼稚園の設備」 を載せ，

「遊園内に設くべき諸般の設計」 として４項目を列挙するが， その第一番目の項目として 「（イ） 砂場若くは

砂利場‐ 適富の大さに遊園の一隅を区劃して砂若くは小石を入る３３）」 と記していたのである．

最後に， もう一人の人物， 明治３９年に東京女子高等師範学校助教授となった和田実であるが， 彼は新しい

保育課題をより理論的に深めることに努力した． 和田にとって幼児の遊戯を探求することは大きな課題であっ

た‐ 幼児の生活のなかで遊戯の果たす役割， 遊戯の種類， 遊戯の持つ教育的価値， そして真に自己活動とし

て子どもの内側から表出する遊びとはどのようなものであり， それはどう指導されるべきなのかといったこ

とが， 彼には大きな関心事であった‐

　

このことを考えるために， 和田は子どもの生活や遊びを分析的な構造化をもって解明しようとしたが， そ
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の手法は保育の科学的探求の端緒として評価できよう． また 「然して確然として首尾一貫したろ教育の主義

方法は整然たる科挙的研究の結果に非ざれば把捉す可からざるものである． 斯くして幼児教育は必要であり

可能であって幼児教育撃は成り立つ謬である糾）」 というように， 当時において 「幼児教育学」 の存在意義を

科学の方法との関連で述べていたことは画期的ともいえる．

　

さてこのような和田においても，

　

＜砂場＞

　

については明治４１年の 『幼児教育法』 で， 「純粋の園雲は巌格

な一定の目的があるが砂場に於いては幼児の思ふ儀に自由に目的を定めることが出来る３５）」 と述べ， 〈砂場

〉 での子どもの遊びを詳しく展開した （第＝章２節④）． 和田もまた ＜砂場〉 での遊びを子どもの思いにま

かせるべき自由な遊びとしてとらえていたのである．

　

以上， 宍戸健夫が指摘した， 明治期の保育課題に取り組んだ三人の保育主張をとらえながら， そのなかで

の く砂場＞

　

の位置づけをたどってきたが，

　

＜砂場〉 は彼らの主張をまさに具現化した遊び場として意味づけ

ることが可能ではないだろうか． このようなことから， この遊び場は形式的な恩物主義保育に対するアンチ

テーゼとしての役割を担ったものであるという主張は， 決して的外れではないように思われる． まさに， 彼

らが目指した新しい保育理論の展開と同時に，

　

＜砂場〉 は広く日本の幼稚園に普及していったのである．

　

なお， この時期における幼稚園数の増加も新しい保育を浸透させる一つの大きな要因としてとらえておき

たい‐ 明治３０年に国公私立あわせて２２０園程であった幼稚園は， 明治４０年には４００園近くに達し， さらに５年

後の明治４５年には５３０園を越すというように， 急速な伸びを示していた （図１）‐ まさに量が質を変えるとい

うことばのように， この設置数の増加がそれまでの枠にはとらわれない保育の内容や質における変容を迫る

きっかけとになったのであり， そのなかで中村五六， 東基吉， 和田実らは理論的開拓者としての役割を果た

し， かつ く砂場〉 は具体的な新しい保育のあり方を端的に示す遊具として紹介され， 広く受け入れられていっ

たのではないだろうか．
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明治期における幼稚園数の推移（『日本幼児保育史』第二巻，フレーベル館）
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明治４４年， 小学校令の一部改正が行われた． そのなかで幼稚園に関する規定についても若干の修正がなさ

れ， それまで 「保育ノ項目」 であった 「遊戯」「唱歌」「談話」「手技」 の四項目についての内容規定がすべ

て取り払われた． このことは， 保育内容の自由な決定裁量を各幼稚園に認めるこ・とであった． 同時にそれは，

恩物使用を前提とする保育の廃止を意味するものでもあり， 時代の流れを象徴する重要な修正となったので

ある．

３． 「幼稚園庭園設計方」 に見る課題

　

これまで， 日本の幼児教育における 〈砂場〉 普及の意味を考えてきたが， ここでもう一度， 〈砂場〉 の発

生的起源について考えてみることにする‐ この問題についてはすでに， まず， 日本で最初の幼稚園である東

京女子師範学校附属幼稚園には く砂場〉 がなかったこと， さらに明治２０年代にもしかすると存在していたと

される岡山県の深砥幼稚園についても， 現在のところ資料の不足によってその追究を一時保留するというこ

とを確認してきたところである．

　

その上で改めて日本の く砂場〉 の起源を探りたいと思うのであるが， このことについて明治３０年代初頭の

ある事実に目を向けることにより， 一つの仮説を導くことができる‐ その仮説の検証をとおして， 日本の く

砂場〉 の起源を探ってみたい．

　

日本の く砂場〉 の起源は一体どこにあったのか． この疑問にこたえる重要な鍵として， 明治３１（１８９８） 年

に文部省から大阪府に送られた回答文書 「幼稚園庭園設計方」（第Ｂ章２節④） がある． これをもう一度，

全文を通して見ることにする．

「幼稚園庭園設計方」（大阪府照会に対する文部次官回答）

　

四月十八日三第一六七五号ヲ以テ幼稚園庭団設計方等ニッキ御照会ノ趣了承当省ニ於テハ別ニ標準ト

シテ定メタルモノ無之候へトモ右ニ関シ女子高等師範学校ノ意見ノ・大要別記ノ通ニ有之候係御参考相成度

此段及回答候也

（別記）

一

　

幼稚園幼児遊戯ノ為ニ設クル庭園ノ・幼児百名二付面積百坪トシ主トシテ運動遊戯ノ場所ニ充ツヘシ此

外数十坪若クハ百坪以上ノ地ヲ加ヘテ樹木ヲ植ヱ花壇ヲ設ケ砂場 （若干ノ地積ヲ画シテ砂ヲ盛り以テ幼児

ノ砂遊ニ充ッ） ヲ造り又小山ヲ築ク等ノ場所二充ツルラ可トス３６）

　　　　　　　　　　　　

（傍線筆者）

　

ここに， 初めて文部省の公的文書のなかに 「砂場」 の文言が記されていたことを思い出す‐ しかし， 明治

３１年といえば， まだほとんど ＜砂場〉 という遊び場は知られていなかった時代である‐ その点で， 文部省に

よるこの示唆はたいへん画期的なものであったということができるのであるが， それでは当時の文部省関係

者はどのようにしてこの 〈砂場〉 を知っていたのだろうか．

　

さらにもう一つ， 不可解なことがあった． 文部省はこの 「幼稚園庭園設計方」 を大阪府に回答した翌年，

幼稚園の設置基準となる省令 「幼稚園保育及設備規程」（第ロ章２節⑥） を公布した． しかし， そこには幼

稚園に設置すべき遊具として 〈砂場〉 が盛り込まれていなかったのである‐ このことは， 何を意味するもの

であろうか‐

　

これらの疑問に答える手がかりとなるのが， 上の引用文中における傍線部分である． つまり， 文部省は大

阪府への回答を準備するために東京女子高等師範学校にその意見を求めていたのである‐ このことはつまり，

文部省は東京女高師の関係者から〈砂場〉 という情報を得ただけであり， 実際には文部省としても 〈砂場〉

というものの理解はまだ不十分であったということを示すものではないだろうか． 文部省が大阪府にはく砂
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場＞

　

を紹介していながら，「幼稚園保育及設備規程」 に

　

＜砂場〉 を盛り込まなかったというのはこのような

事情があったのかも知れない．

　

さて， ここで新たな疑問が生じる‐ それでは， 当時の東京女高師の関係者はどうしてこの新しい遊び場で

ある 〈砂場〉 というものを知っていたのだろう．

　

＜砂場〉 は彼らの 「発明」 だったのか， あるいはどこから

か 「伝播」 してきたものだったのか‐ もし伝播だとすれば， それは一体どこから， どのような経路をたどっ

たものなのか‐

　

ここで筆者は一つの仮説を導くものである． つまり， 日本の幼稚園の く砂場〉 は外国から伝わって来たも

の， それもフレーベルの幼稚園が生まれたドイツからではなくアメリカからの影響ではなかったか， という

ものである． これは東基吉の次のようなことばから導いたものである‐

　

当時幼稚園に関する日本の書物は文部省から出した （確か和本三冊本） ものと中村さんの幼稚園摘葉

（一冊本）， 夫に竹早町の女子師範学校長であった林吾－氏の一冊本だけで， 何れも米国ものの翻訳のよう

でした． 夫に雑誌はこれも米国出版の Ｋｉｎｄｅｒｇａｒｔｅｎ Ｒｅｖｉｅｗ と Ｋｉｎｄｅｒｇａｒｔｅｎ ｍａｇａｚｉｎｅ の二種が毎

月来ました． 夫で毎日そんな書物や雑誌を読破して， 幼稚園に関する知識を収得することに努めました３７）
．

　

日本の幼稚園は具体的な内容や方法において， 強くアメリカの影響を受けながら始まったものである． そ

して， そのアメリカとの関係は東基吉のことばが示すように， 最初の幼稚園設置から２０年を経た時点におい

てもそれほど変化はなかったようである． 新しい保育の思想や実践が， 定期的な刊行物を通して入ってきて

いたという当時の事情から， ここに 〈砂場〉 についても何らかの関係を見つけることができるのではないだ

ろうか‐

　

そこで次にアメリカにおける 〈砂場〉 の歴史と日本との関係を探ることにするが， これは次稿への課題と

したい‐

［註］

１） わが国の公園の歴史については， 鈴木敏 『公園のはなし』， 鈴木哲他 『公園づくりを考える』 等を参考にした．

２） 西川友幸の原著は『庭を想ふ心』（旺玄荘，１９３７） であるが， 筆者は丸山宏 『近代日本公園史の研究』（思文閣出版，１９９４）ｐ．ｐ．街－

　

６６より引用．

３）『日本公園百年史』 は， 公園への運動器具の設置について次のように記している．

　　

「ここで注目されるのは運動器具である‐ 東京の公園の運動器具は， 明治三十五年六月に， 市民の体育普及のため日本体育会が上

　

野等五公園に建設寄附したのに引きつづき日比谷の開園と共に同会より遊動円木・鉄棒・回転塔・アメリカ式梁木・水平階梯など

　

の青年用運動器が寄附され， 更に三十六年九月には幼年用としてブランコ・固定円木の寄附を受けたので， それぞれ大草地の西部

　

にこれを配置した． わが国の公園における運動器具設置のこれが最初のものといえる」（ｐ．１６５）

４）１９９６年６月１０日付， 佐藤昌氏からの私信．

　

「日比谷公園の砂場については， 関東大震災後だと思います． 小生少年時代 （大正４年－大正９年） 日比谷公園の近くに住んでいて，

　

時々遊びに行きましたが， 鉄棒， ブランコ， 回転円木等は覚えていますが， 砂場は覚えていません」

５） 末田ます 『児童公園』， 復刻版『日本〈子どもの歴史〉 叢書１９』， 久山社，ｐ．５，１９９７

６） 同上書，ｐ．１３７

７） 同上書，ｐ．３１

８） 同上書，ｐ．１６

９）『日本公園百年史』ｐ．７５

１０） 片山潜 『都市社会主義』，ｐ．ｐ．９８一９９，１９０３

１１） 安部機雄 『応用市政論』，ｐ．ｐ．２２７一２３０，１９０８
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１２） 倉橋惣三 「保育上の新しき試み」， 復刻 『幼児の教育』第１２巻１２号，ｐ‐５７０

１３） 岡山市立深抵幼稚園 『深抵幼稚園の八十年』ｐ‐６，１９６８

１４） 樋口勘治郎 『統合主義新教授法』ｐ‐１，１８９９

１５） 宍戸健夫 「『幼児教育法』解説」，『明治保育文献集』別巻，ｐ‐２５２， 日本らいぶらり，・１９７７

１６） 中村五六 『幼稚園摘要』，『明治保育文献集』第８巻，ｐ‐２４

１７） 同上書，ｐ．ｐ．６５一６６

１８） 同上書，ｐ．ｐ．７９一８０

１９） 同上書，ｐ‐８５

２０） 同上

２１） 同上

２２） 同上書，ｐ．７８

２３） 同上書，ｐ．ｐ．８５‐８６

２４） 同上書，ｐ．３７

２５） 中村五六 『保育法』，『明治保育文献集』 第８巻，ｐ‐３３１

２６） 上空一郎， 山崎朋子 『日本の幼稚園』 理論社，ｐ．７５より引用‐（なお， 原文は東基吉 「私の幼時と少年時代」『皐月歌集』１９５７）

２７） 東基吉 「婦人と子ども創刊当時のこどもと其頃の幼稚園の状況について」， 復刻 『幼時の教育』 第５０

　

巻１１号

２８） 東基吉 『幼稚園保育法』，『明治保育文献集』 第７巻，ｐ．２０７

２９） 同上書，ｐ．ｐ．２１５－２１６

３０） 同上書，ｐ．２１４

３１） 同上書，ｐ．２８７

３２） 同上書，ｐ．２８９

３３） 同上書，ｐ‐３５２

３４） 中村五六， 和田実 『幼児教育法』，『明治保育文献集』第９巻，ｐ．１０１（なお， この書物は中村・和田の共著となっているが， 実際

　

には和田の筆に依るところが大きかったといわれるものである‐）

３５） 同上書，ｐ．２７０

３６） 文部省 『幼稚園教育百年史』ｐ‐７０３

３７） 宍戸健夫 「『幼稚園保育法』 解説」，『明治保育文献集』別巻，ｐ．２０５より引用‐
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上げます‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（本学助教授
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１０３


